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■住宅・建築物の耐震改修の支援策 

国の基本的な施策となる耐震改修ですが、空き家や住宅ストック全体について 

 平成２５年度（2014 年）の国土交通省のデータによると、住宅の耐震化率は８２％ 

国は、平成３７年（2025 年）までに、耐震化率を９５％にする目標を掲げております。 

 住宅、建築物の耐震化を高める目的は、大きな地震が発生した時に生命と財産を 

守ることと、良質な既存住宅を流通市場へ流すことにあります。 

 2018 年 4 月より、既存住宅の不動産仲介時にインスペクションの告知が義務化 

されます。消費者が自分の住宅を購入するに当り、建物が安全かどうかは大きな 

関心ごとです。又、消費者が住宅を賃貸する時に於いても、アパート、又は 

借家が安全かは大切です。オーナーの側が、入居率の向上策の一つとして、耐震 

診断、耐震補強工事を行う可能性もあるかもしれません。 

 従来の一般的な耐震補強工事は、壁を剥がして、補強材を装着して、建物を元の 

状態に戻すので、耐震改修工事前と後とでも建物の状態はかわりません。しかし 

100 年以上も前、京都のある住宅では、花台や、机等括り付けの家具が耐震補強に 

利用されていました。 

   耐震補強を只の機能強化と考えるのではなく、インテリア、生活スタイルの視点 

  から考えると、消費者が満足し、驚くようなリフォームが出来るかもしれません。 

 



 

住宅金融支援機構の融資制度についても、消費者にとってわかりやすいメリットを整理されること

が重要そうです。 

耐震をするメリットと、耐震の必要性と、どのように頼んだら良いのか 

その後のアフターフォローまで含めてどんな形でご案内していくのか 

直接消費者と接点を持つ必要がある事業者は、 

単に国の補助金や支援策を見ておくだけでなく 

どのように伝えていくか、ということを考える必要もありそうですね。 

 


